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特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業特定不妊治療費助成事業

初回治療開始時の妻の年齢

４０歳未満

４３歳未満

助成期間

限度なし

通算助成回数

６回

３回

　村では、４月より医療保険が適応されず高額な治療費になる特定不妊治療を受ける夫婦の、
経済的負担の軽減を図ることを目的に、治療に要する費用の一部助成を行っています。

◆対象者　次の全てを満たす方
　・治療期間及び申請日において、夫婦のいずれかが村内に住所を有し、居住している方
　・治療期間の初日において、法的に婚姻している方
　・「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けた方
　・治療期間の初日において、妻の年齢が４３歳未満の方
　・平成３０年４月１日以後に治療を終える方
　・他の市町村から特定不妊治療の助成を受けていない方 
　・村税等を滞納していない方

◆助成対象となる治療
　宮城県指定医療機関（村及び県ホームページ参照）で行った次の不妊治療
　・医療保険が適応されない特定不妊治療（体外受精・顕微授精）
　・男性不妊治療（精子を精巣または精巣上体から採取するための手術等）
　※やむを得ず治療を中止した場合でも、採卵前に中止した場合を除き、助成の対象とします。
　※特定不妊治療のうち、第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母等、保険
　　診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は助成の対象になりません。

◆助成額
　特定不妊治療に要した費用から「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」による助成額を
差し引いた額とします。

◆助成回数

※通算助成回数には、過去に宮城県及び他の都道府県・市町村から受けた助成回数を含みます。

◆手続きに必要なもの
　・大衡村特定不妊治療費助成金交付申請書　※村ホームページからダウンロードできます。
　・「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」承認決定通知書の写し
　・「宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業」受診等証明書の写し
　・医療機関が発行した領収書の写し
　・住民票（３カ月以内に発行されたもの）
　・戸籍謄本（住民票により夫婦であることが確認できる場合は省略できます。）
　・印鑑
　・振込先の通帳の写し（口座番号の分かるもの）

◆申請・問い合わせ先　　健康福祉課　☎３４５－０２５３

１回の治療に対する助成上限額

１５０,０００円

　７５,０００円

１５０,０００円

治　　療　　法

特定不妊治療
採卵を伴う

採卵を伴わない

男性不妊治療

初回の治療の場合の追加助成上限額

１５０,０００円

対象外

１５０,０００円
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７
月
12
日
（木）
か
ら
31
日
（火）
ま
で
、
村
内
13
地
区
11
カ

所
で
「
あ
な
た
の
田
ん
ぼ
は
10
年
後
だ
れ
が
耕
作
し
て

い
ま
す
か
？
地
区
内
農
地
の
将
来
を
皆
ん
な
で
考
え
よ

う
」
と
題
し
、
農
業
委
員
会
地
区
座
談
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　
農
業
委
員
と
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
呼
び
か

け
に
よ
り
各
地
区
合
わ
せ
て
１
１
０
名
が
参
加
し
、
農

家
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、
各
地
区
の
様
々
な
課
題

や
悩
み
に
つ
い
て
、
認
識
を
共
有
し
な
が
ら
課
題
解
決

に
向
け
て
熱
心
に
話
し
合
い
ま
し
た
。

　
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
に
関
す
る
課
題
や
悩
み
の

改
善
に
向
け
て
、
地
域
と
共
に
前
に
進
む
よ
う
活
動
し

て
い
き
ま
す
。

　

９
月
21
日
（金）
か
ら
30
日
（日）
ま
で
の
10
日
間
、

県
下
一
斉
に
「
秋
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ
る
み

運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

◇
運
動
重
点

○
子
ど
も
と
高
齢
者
の
安
全
な
通
行
の
確
保
と

　

高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防
止

○
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自
転
車
乗
用

　

中
の
交
通
事
故
防
止

○
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

　

ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

９
月
30
日
（日）
は

「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」で
す

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
夕
暮
れ
時
刻
と
交
通
量

が
増
加
す
る
帰
宅
時
間
が
重
な
り
、
交
通
事
故

が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

運
転
者
は
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
を
、
歩
行
者

は
反
射
材
を
身
に
つ
け
る
な
ど
お
互
い
に
注
意

し
、
交
通
事
故
防
止
に
努
め
ま
し
ょ
う
。
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催
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催

　
７
月
23
日
（月）
、
黒
川
地
域
行
政
事
務
組
合
事
務
所
で
、
黒
川
地
区
４
市

町
村
と
黒
川
地
域
行
政
事
務
組
合
は
、
仙
台
地
区
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同

組
合
、
大
崎
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合
そ
れ
ぞ
れ
と
「
災
害
時
に
お
け

る
消
防
用
水
等
の
確
保
に
関
す

る
協
定
」
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、
火
災
、
風
水

害
等
の
災
害
が
発
生
し
た
場

合
、
消
防
用
水
と
し
て
使
う
水

や
土
の
う
用
の
砂
な
ど
を
ミ
キ

サ
ー
車
に
よ
り
供
給
し
て
い
た

だ
く
も
の
で
す
。

　

今
後
、
災
害
時
に
お
け
る
用

水
等
の
確
保
が
、
適
切
か
つ
円

滑
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　
７
月
31
日
（火）
、
大
和
町
役
場
で

開
催
さ
れ
た
平
成
30
年
度
黒
川
地

区
環
境
衛
生
組
合
連
合
会
総
会

で
、横
橋
幸
一
さ
ん（
衡
中
東
）に
、

村
衛
生
嘱
託
員
及
び
地
区
の
衛
生

組
合
長
と
し
て
多
年
に
わ
た
り
環

境
衛
生
活
動
に
率
先
し
て
推
進
尽

力
さ
れ
た
功
績
に
よ
り
、
黒
川
地

区
環
境
衛
生
組
合
連
合
会
長
か
ら

表
彰
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
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